
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧 

（共同生活介護） 

加算項目 添付書類 

共通 □変更届連絡票 

□変更届出書（様式第４号） 

□介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（介給届） 

□介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（介給５） 

□定型封筒（80円切手貼付）※１ 

福祉専門職員配置等加算 ☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

☐従業者の資格を証する書類の写し（該当する職種のみ）

※２ 

☐実務経験証明書（参考様式３）※３ 

夜間支援体制加算 ☐共同生活援助及び共同生活介護に係る体制（介給別紙９） 

☐夜間支援体制加算（介給別紙１１） 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

重度障害者支援加算 ☐重度障害者の状況（介給別紙４） 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

自立生活支援加算 ☐共同生活援助・共同生活介護における単身生活移行の状

況（介給別紙１０） 

地域生活移行個別支援特別加算 ☐地域生活移行個別支援特別加算に係る届出書（介給別紙

２３） 

☐付表 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

☐組織体制図（兼務関係が分かるもの） 

☐従業者の資格を証する書類の写し（社会福祉士又は精神

保健福祉士） 

通勤者生活支援加算 ☐通勤者生活支援加算に係る体制（介給別紙１３） 

福祉・介護職員処遇改善（特別）加

算 

 別添「平成 25 年度介護職員処遇改善加算等の取扱いに

ついて」参照 

※１ 変更届の内容審査後、変更届受付票（兼補正書）を郵送にてお返しします。市役所まで受

領しに来庁していただける場合は定型封筒（80円切手）の提出は不要です。 

※２ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）を算定する場合は添付が必要です 

※３ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）を算定する場合であって、３年以上従事している従業者の

割合の要件による場合は添付が必要です。 


